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社会福祉法人田上町社会福祉協議会 

訪問介護事業介護保険外サービス運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 本規程は、社会福祉法人田上町社会福祉協議会が運営する訪問介護事業所（以下

「事業所」という。）が行う介護保険外サービスの事業（以下「事業」という。）の適正な

運営を確保するため人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある高齢者（以

下「利用者」という。）に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう介護、生活援助等その他生活全般にわたる援助を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 この事業は、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保及び向上を重視し、

健康管理、日常生活動作の維持・回復、日常生活の援助を図るとともに、在宅介護を推進

し、快適な在宅生活が継続できるよう援助を行うものとする。 

２ 事業所は他の事業から独立した事業所として位置付け、人事、財務、物品等の管理につ

いては、管理者の責任において実施するものとする。 

３ 事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、医療機関、関

係市町村、その他保健医療サービス又は福祉サービス事業者等との綿密な連携を図り、協

力と理解のもとに常に利用者の立場に立った総合的なサービスの提供に努めるものとす

る。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 （１）事業の名称   社会福祉法人田上町社会福祉協議会 

 （２）事業所の所在地 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田３０７１番地 

 

（従業者の資格） 

第４条 当事業に従事することのできる者は、介護福祉士及び介護職員初任者研修課程等

修了者とする。 

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 この事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

 （１）管理者 １人 

   ① 事業所における従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等

に規定される指定訪問介護の事業の実施に関し、遵守すべき事項について指揮命

令を行う。 
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 （２）サービス提供責任者 1 人以上 

   ① 指定訪問介護の利用申し込みに係る調整を行う。 

   ② 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握する。 

   ③ 訪問介護計画の作成を行う。 

   ④ サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等との連携を図る。 

   ⑤ 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者

の状況について情報を伝達する。 

   ⑥ 訪問介護員の業務の実施状況を把握する。 

   ⑦ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理を実施する。 

   ⑧ 訪問介護員に対する研修、技術指導等を実施する。 

   ⑨ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施する。 

 （３）訪問介護員 常勤換算で 2.5 人以上 

    指定訪問介護の提供を行う。 

 

（設備及び備品等） 

第６条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほ 

 か、事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備及び備品等は、利用者へのサービスの質の向上及び従業者の業務の負担の 

 軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

３ 事業所は、事業に用いる設備及び備品等について、清潔かつ衛生的な管理に努めなけれ

ばならない。 

 

（営業日及び営業時間） 

第７条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 （１）営業日  日曜日から土曜日までとする。 

 （２）営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

２ 前項の営業時間については、利用者及びその家族の申出により必要と認めるときは、こ

れを変更することができる。 

 

（事業内容） 

第８条 提供する事業の内容は、次のとおりとする。 

 （１）身体介護に関すること。 

   ① 入浴、排せつ、食事、衣類着脱、移動等の介護 

   ② 通院等の介護その他必要な身体の介護 

 （２）生活援助に関すること。 

   ① 調理、洗濯、掃除、買い物等の家事 
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（サービス利用に当たっての留意事項） 

第９条 サービスの利用に当たり、利用者の留意事項は以下のとおりとする。 

 （１）発熱等体調の変化が生じ、サービスの利用ができない場合は、事前に事業所の従業

者に連絡するものとする。 

 （２）病状の急変時に備え、緊急連絡先を確保するものとする。 

 （３）その他管理者において必要と認めた事項。 

 

（利用料その他費用の額） 

第 10 条 介護保険外サービスを提供した場合、利用料は次のとおりとする。 

(１) 基本料金 

身体介護   ３０分まで２,０００円、６０分まで４,０００円 

       以降３０分毎に８００円を追加 

生活援助   ３０分まで１,０００円、６０分まで１,９００円 

       以降３０分毎に７００円を追加 

   身体生活混合 ３０分まで１,５００円、６０分まで２,９００円 

          以降３０分毎に７００円を追加 

(２) 加算料金 

早朝加算(午前６時～午前８時)基本料金に２５％を加算する。 

夜間加算(午後６時～午後１０時)基本料金に２５％を加算する。 

深夜加算(午後１０時～午前６時)基本料金に５０％を加算する。 

２ 前項に掲げる費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文

書を用いて説明したうえ、同意を得ておかなければならない。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第 11 条 通常の事業を実施する地域は田上町全域とする。 

 

（緊急時の対応） 

第 12 条 従業者は、事業の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じ 

 たときは、速やかに主治医、管理者、当該利用者の家族等に連絡しなければならない。 

２ 報告を受けた管理者は、従業者と連携し、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等

の必要な措置を講じなければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第 13 条 事業所は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、当該利用 

 者の家族、介護支援専門員又は田上町地域包括支援センター及び田上町等に連絡すると

ともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業所は、前項の事故について、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければ

ならない。 
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３ 事業所は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害

賠償を速やかに行うものとする。 

 

（苦情処理） 

第 14 条 事業所は、提供した事業に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適 

 切に対応するため、その窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 事業所は、自ら提供した事業に対する利用者等からの苦情に関し、田上町や新潟県国民

健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、田上町等から指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行わなければならない。 

４ 事業所は、田上町等から改善報告の求めがあった場合には、改善内容を報告しなければ

ならない。 

 

（記録の整備） 

第 15 条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ 

 ばならない。 

２ 事業所は、利用者に対する事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

 （１）訪問介護計画 

 （２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 （３）田上町等への通知に係る記録 

 （４）苦情の内容等の記録 

 （５）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

（秘密保持） 

第 16 条 従業者は、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。 

２ 前項に定める秘密保持義務は、従業者の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等

に明記しておかなければならない。 

３ 事業所は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使

用する場合は、あらかじめ文書により同意を得ておかなければならない。 

 

（暴力団等の排除） 

第 17 条 事業所は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例（平成２３年新潟県

条例第２３号）第３条に規定する基本理念にのっとり、暴力団又は暴力団員等による不当

な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 
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（その他運営に関する重要事項） 

第 18 条 事業所は、社会的使命を充分に認識し、従業者の質的向上を図るため、研究及 

 び研修の機会を設け、また、適切かつ効率的に事業を実施できるよう、従業者の勤務体制

の整備に努めなければならない。 

２ 事業所は、従業者の清潔保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならな

い。 

３ 事業所は、自らその提供する事業の評価を行い、常に改善を図るよう努めなければなら

ない。 

 

 

  附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


